
観森四委第２号 

コンベンションホール四季美館樹木伐採業務委託 

特記仕様書 

 

第１条　適用範囲 

本仕様書は、コンベンションホール四季美館樹木伐採業務委託に適用する。 

 

第２条　場　　所 

　本業務の場所は、北秋田市阿仁前田字大道上３－１である。 

 

第３条　期　　間 

　本業務の期間は、契約締結日の翌日から令和８年 10 月 30 日までとする。 

 

第４条　業務内容 

　本業務の内容は、次のとおりである。 

　　１　樹木伐採（伐採木運搬処分含） 

　　 

※　不明な点や情報量等不足な点については、発注者へ確認すること。 

 

第５条　留意事項 

１　本業務に関係する法令、条例等を遵守し、必要な届け出、手続き等は、受注

者がこれを代行する。また、これに要する費用は、本業務に含めて受注者の負担

とする。 

２　業務中に発生した産業廃棄物は、廃棄物処理法の規定に従い、受注者側の責

任において適正に処理すること。 

３　損傷等があった場合は必ず原状復旧すること。 

 

第６条　そ の 他 

　その他関係法令等遵守のうえ実施すること。


